
令和７年度 大石田町職員採用試験実施要領 

（令和８年４月１日採用） 

 

 

 

１．試験区分・採用予定人員･職務内容 

試験区分 採用予定人員 職  務  内  容 

初級行政 若干名 行政事務に従事します。 

 

 

 

２．受験資格 

（１）年齢要件 

試験区分 要  件 

初級行政 
平成 8 年 4 月 2 日から平成 20 年 4 月 1 日までに生まれた方で、高等学校卒業程度

の学力を有している方 

（２）住所要件 

 採用後、やむを得ない場合を除き大石田町内に居住できる方 

 また、次のいずれかに該当する方は受験できません。 

① 日本の国籍を有しない者 

② 地方公務員法第 16 条に該当する者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した者 

③当町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 

 

 



３．試験日 

（１）一次試験 

初級行政 

試 験 日 時  間 試験内容 区  分 

令和 8 年 2 月 1 日(日) 

受付 9：00 ～ 9：40 

着席 9：45 

10:00～12:00 教 養 試 験 初級行政 

13:00～13:35 適 性 検 査 初級行政 

13:50～15:20 作 文 試 験 初級行政 

試験会場  大石田町町民交流センター 虹のプラザ ２階 中会議室 

 

（２）一次試験内容 

試験科目 内 容 （ 出 題 分 野 ） 

教 養 試 験 時事、社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断、数的推理、資料解釈関係 

適 性 検 査 気質類型・性格特徴・意欲態度・ストレス傾向をみる 

作 文 試 験 文章による表現力、構想力等についての筆記試験 

 

（３）二次試験 

 2 月下旬予定 

面接試験を実施します。詳細については一次試験合格者に通知します。 

 

４．試験の合格発表 

   個人に通知するとともに、合格者の受験番号を町役場掲示板及び町ホームページに掲載します。 

 

５．受験手続 

（１）受験申込書の取得方法  次のいずれかの方法により受験申込書を取得してください。 

① 大石田役場総務課(2 階)で直接受け取ってください。 

② 郵送による取得 

    封筒の表に『職員採用試験請求（試験区分：初級行政）』と朱書きし、140 円切手を貼ったあて先明記の

返信用封筒(角形 2 号)と電話番号等の連絡先を記載したものを同封してください。 

   ③ 町の HP からダウンロードできます。 

                                                                                                                                                               

（２）申し込み 

   次の提出書類を完備して大石田町役場総務課(２階)に提出してください。 

① 郵送又は直接持参する場合 

受験申込書に必要事項を記載し、写真を添付のうえ提出してください。 

※写真 ⇒ 2 枚（脱帽上半身正面向 縦 6ｃｍ×横 4.5ｃｍ） 

3 ヶ月以内に撮影したもので、同一の写真２枚を同封してください。 

また、写真の裏側に撮影した年月日を記入してください。 

      ※郵送の場合は、封筒の表に朱書きで「受験申込」と表記してください。 

② 電子メールで提出する場合 

町 HP からダウンロードした受験申込書に必要事項を入力し、写真データ（3 ヶ月以内に撮影した脱帽

上半身正面向のもの）を添付の上、下記アドレス宛に送信してください。電子メールの件名は「職員採

用試験申込」としてください。 

電子メールアドレス somu@town.oishida.yamagata.jp 



 

（３）受験票の交付 

   受験資格等を審査し、申込書を受理したときは受験票を郵送します。 

 

（４）受付期間 

   令和 8 年 1 月 5 日（月）～令和 8 年 1 月 20 日(火)必着 

   ＊直接申込書を持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分ま

でに持参してください。 

＊郵送、電子メールによる提出の場合も 1 月 20 日（火）必着となります。 

 

６．給与 

 試験種類 試験区分 初任給  

 初級行政 202,000 円 高等学校卒業直後の採用の場合 

   ※学歴や職歴等により初任給を調整（加算）します。 

   ※他に扶養手当、通勤手当、期末・勤勉手当等の支給制度があります。 

    

７．休暇 

   土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始期間（12 月 29 日～1 月 3 日） 

   年次有給休暇：20 日（4 月採用の場合、初年度は 15 日） 

 

 

≪お問合せ先≫ 〒９９９－４１１２ 山形県北村山郡大石田町緑町１番地 

    大石田町総務課（TEL 0237-35-2111 FAX0237-35-2118） 

               E-mail：somu@town.oishida.yamagata.jp 
 

 


